
東京本社

大綱の概要

地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の創設について

移転型拡充型

① 当期の地方拠点の増加雇用者
１人当たり ５０万円/２０万円 を税額控除
（ただし、法人全体の増加雇用者数を上限）

② ①に加え、当該地方拠点における当期増加雇用者数
１人当たり ３０万円 の税額控除を追加
（※②は最大３年間継続。ただし、当該地方拠点の雇用者数又は
法人全体の雇用者数が減少した後は不適用）

地方拠点の当期増加雇用者数１人当たり以下を税額控除
（ただし、法人全体の雇用者の純増数を上限）

★法人全体の雇用者増加率が１０％以上 ５０万円
★法人全体の雇用者増加率が１０％未満 ２０万円

30万 30万
１年目 ２年目 ３年目

初年度１人最大８０万円
３年間１人最大１４０万円

30万

50万

税額控除の
イメージ

地域再生法の改正を前提に、雇用者数が増加した場合の税額控除制度（雇用促進税制）について、次の見直しを行う。

地方にある企業の本社機能等の強化を支援 東京２３区からの移転の場合、拡充型よりも
支援措置を深掘り

以下の要件を満たす計画を自治体が策定し国が認定
1. 地域要件：東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く地域で
あって、単独自治体、又は地域連携により概ね人口10万人以上
の経済圏を構成し、一定の事業集積が認められる地域

2. 本社機能の受入促進策を講じていること

以下の要件を満たす計画を自治体が策定し国が認定
1. 地域要件：東京圏、中部圏中心部、近畿圏中心部を除く全地域
2. 本社機能の受入促進策を講じていること

地域の事業所

地域の事業所

雇用者

雇用者

新規雇用

地域の事業所

新規雇用

地域の事業所

雇用者

雇用者

東京から
の移転

雇用者

適用対象

適用対象

従来の雇用促進税制
適用要件
・適用年度中に雇用保険一般被保険者の数が5人（中小企業は2人）以上かつ10％
以上増加
・適用年度及びその前事業年度中に事業主都合による離職者がいないこと
・適用年度における「支払給与額」が、その前事業年度よりも、一定以上増加 等

措置内容 雇用増加人数１人当たり40万円の税額控除

企業の地方拠点強化実施計画（知事承認）
企業の地方拠点強化実施計画（知事承認）
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地域再生法の一部を改正する法律案（概要） 

 

内閣府地方創生推進室 

 

Ⅰ 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置の追加 

(1) 地方活力向上地域（産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺

の地域であって政令で定めるもの（集中地域（※三大都市圏を想定））以外の地域であり、

かつ、地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域）において、企業の本社等の特定業

務施設を整備する事業を定めた地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合に、当該

事業であって、次に掲げるものを実施する事業者が、当該事業の実施に関する計画を作成

して都道府県知事の認定を受けた場合の特例措置として、(独)中小企業基盤整備機構によ

る債務保証、課税の特例措置及び地方税の不均一課税に伴う措置を設ける。 

① 集中地域のうち特定業務施設の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるもの

（※東京23区を想定）から特定業務施設を地方活力向上地域に移転して整備する事業 

② 産業基盤が整備されていることその他の内閣府令で定める要件に該当する地方活力向

上地域において特定業務施設を整備する事業 

 

(2) 集落及びその周辺の農用地等を含む一定の地域で一体的な日常生活圏を構成していると

認められる地域（集落生活圏）において地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農

業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業を定めた地域再生計画について内閣

総理大臣の認定を受けた市町村が、協議会での協議を経て、地域再生土地利用計画を作成

することができることとし、当該計画に基づく以下の措置を設ける。 

① 地域再生土地利用計画の区域内における誘導施設（当該区域内に立地を誘導すべき集

落福利当施設）を有する建築物の新築等の行為、及び地域再生拠点区域内における土地

の区画形質の変更、建築物の新築等の行為に係る認定市町村長への届出、当該届出をし

た者に対する認定市町村長による勧告・あっせん等 

② 認定市町村長による農用地等保全利用区域内にある農用地等の所有者等に対する指導

・助言・勧告等 

③ 地域再生拠点区域内における誘導施設の整備に関する事項等を地域再生土地利用計画

に記載し、都道府県知事の同意を得た場合による 

ア 農地等の転用等の許可の特例 

イ 農用地区域の変更の特例 

ウ 開発許可等の特例 

 

(3) (2)に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通

網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者が行うものを定めた

地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合に、当該事業に係る自家用有償旅客運送

者による少量の貨物（その集貨又は配達が集落生活圏において行われるものに限る）の運

送ができることとする。 
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(4) 遊休工場用地等に、工業等以外の産業であって、農村地域における産業の現状その他の

事情に照らして、当該農村地域における安定した雇用機会の確保に資するものを導入する

事業を定めた地域再生計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合に、当該事業により導入さ

れる産業を農村地域工業等導入促進法第２条第２項の工業等とみなすこととする。 

 

Ⅱ 地域再生推進法人に指定しうる法人として「その他の非営利法人」（※）を追加する。 

※社会福祉法人、農業協同組合等を想定 

 

Ⅲ 施行期日：公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 

 

Ⅳ 閣議決定日：３月２４日（火） 
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地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

地
域
再
生
計
画
の
記
載
事
項
の
追
加
等

一

地
域
再
生
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

地
方
活
力
向
上
地
域
（
産
業
及
び
人
口
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
地
域
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
で
あ

っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
以
外
の
地
域
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
特
に
必
要
な
地
域

を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
そ
の
他
の
地
域
に
お
け
る
就
業
の
機
会
の
創
出
又
は
経
済
基
盤
の

強
化
に
資
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
業
務
施
設
（
工
場
を
除
く
。
）
を
整
備
す
る
事
業
に
関
す
る
事
項

２

集
落
生
活
圏
（
自
然
的
社
会
的
諸
条
件
か
ら
み
て
一
体
的
な
日
常
生
活
圏
を
構
成
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
集
落
及

び
そ
の
周
辺
の
農
用
地
等
を
含
む
一
定
の
地
域
を
い
い
、
市
街
化
区
域
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
区
域
を
除
く
。
）
に
お

い
て
、
地
域
に
お
け
る
住
民
の
生
活
及
び
産
業
の
振
興
の
拠
点
（
第
三
に
お
い
て
「
地
域
再
生
拠
点
」
と
い
う
。
）
の

形
成
並
び
に
農
用
地
等
の
保
全
及
び
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
を
図
る
た
め
に
行
う
事
業
で
あ
っ
て
、
就

業
の
機
会
の
創
出
、
経
済
基
盤
の
強
化
又
は
生
活
環
境
の
整
備
に
資
す
る
も
の
に
関
す
る
事
項

３

２
に
規
定
す
る
事
業
と
一
体
的
に
推
進
す
る
事
業
で
あ
っ
て
、
地
域
に
お
け
る
持
続
可
能
な
公
共
交
通
網
の
形
成
及
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び
物
資
の
流
通
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
が
行
う
も
の
に
関
す
る
事
項

４

遊
休
工
場
用
地
等
（
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
に
従
っ
て
整
備
さ
れ
た

工
場
用
地
等
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
業
等
の
導
入
に
通
常
要
す
る
期
間
を
勘
案
し
て
内
閣
府
令

で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
工
業
等
の
用
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。
）
に
、
工
業
等
以
外
の
産
業
で
あ
っ
て

、
当
該
遊
休
工
場
用
地
等
の
存
す
る
農
村
地
域
に
お
け
る
産
業
の
現
状
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
当
該
農
村
地
域

に
お
け
る
安
定
し
た
雇
用
機
会
の
確
保
に
資
す
る
も
の
を
導
入
す
る
事
業
に
関
す
る
事
項

二

市
町
村
は
一
の
４
を
記
載
し
た
地
域
再
生
計
画
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
都
道
府
県
知
事
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
関
係
）

第
二

地
方
活
力
向
上
地
域
特
定
業
務
施
設
整
備
計
画
の
作
成
等

第
一
の
一
の
１
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
第
一
の
一
の
１
の

事
業
で
あ
っ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
実
施
す
る
個
人
事
業
者
又
は
法
人
は
、
当
該
事
業
の
実
施
に
関
す
る
計
画

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
計
画
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
独
立
行
政
法
人
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中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
に
よ
る
債
務
保
証
及
び
課
税
の
特
例
等
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
二
か
ら
第
十
七
条
の
六
ま
で
関
係
）

第
三

地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
の
作
成
等

一

第
一
の
一
の
２
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
認
定
市
町
村
は

、
協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
経
て
、
当
該
認
定
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
集

落
生
活
圏
に
つ
い
て
、
地
域
再
生
拠
点
の
形
成
並
び
に
農
用
地
等
の
保
全
及
び
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
を

図
る
た
め
の
土
地
利
用
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
、
当
該
計
画
に
は
、
地
域
再
生
拠
点
を
形
成
す
る
た
め
に
誘
導
す
べ
き
集
落
福
利
等
施
設
の
立
地
を
誘
導
す
べ

き
区
域
（
以
下
「
地
域
再
生
拠
点
区
域
」
と
い
う
。
）
、
農
用
地
等
の
保
全
及
び
農
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用

の
確
保
を
図
る
区
域
（
三
に
お
い
て
「
農
用
地
等
保
全
利
用
区
域
」
と
い
う
。
）
等
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
に
記
載
さ
れ
た
集
落
生
活
圏
の
区
域
内
に
お
け
る
誘
導
施
設
を
有
す
る
建
築
物
の
新
築
等
の

行
為
並
び
に
地
域
再
生
拠
点
区
域
内
に
お
け
る
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
、
建
築
物
の
建
築
等
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
認

定
市
町
村
の
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
認
定
市
町
村
の
長
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に
対
し
、
地
域
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再
生
拠
点
の
形
成
を
図
る
上
で
支
障
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
勧
告
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
勧
告
を
し

た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
地
域
再
生
拠
点
区
域
内
の
土
地
の
取
得
等
の
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
の

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

三

認
定
市
町
村
の
長
は
、
農
用
地
等
保
全
利
用
区
域
内
に
あ
る
農
用
地
等
の
所
有
者
等
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
も

の
と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
農
用
地
等
が
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
に
即
し
て
利
用
さ
れ
て
い
な
い
又
は
そ
の
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
で
計
画
の
達
成
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
必
要
な
勧
告
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

四

地
域
再
生
拠
点
区
域
内
に
お
け
る
誘
導
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項
等
を
地
域
再
生
土
地
利
用
計
画
に
記
載
し
、
都
道

府
県
知
事
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
農
地
等
の
転
用
等
の
許
可
及
び
開
発
許
可
等
の
特
例
措
置

を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
七
か
ら
第
十
七
条
の
十
二
ま
で
関
係
）

第
四

自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
に
よ
る
貨
物
の
運
送
の
特
例

第
一
の
一
の
３
の
事
業
が
記
載
さ
れ
た
地
域
再
生
計
画
が
内
閣
総
理
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
以

後
は
、
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
者
（
地
域
再
生
拠
点
区
域
内
に
そ
の
路
線
又
は
運
送
の
区
域
の
一
部
の
区
間
又
は
区
域
が
存
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す
る
自
家
用
有
償
旅
客
運
送
を
行
う
者
に
限
る
。
）
は
、
旅
客
の
運
送
に
付
随
し
て
、
少
量
の
郵
便
物
、
新
聞
紙
そ
の
他
の

貨
物
（
そ
の
集
貨
又
は
配
達
が
認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
集
落
生
活
圏
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。

）
を
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
十
三
関
係
）

第
五

遊
休
工
場
用
地
等
に
導
入
す
る
産
業
の
特
例

認
定
地
域
再
生
計
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
第
一
の
一
の
４
の
事
業
に
よ
り
遊
休
工
場
用
地
等
に
導
入
さ
れ
る
産
業
は
、
農

村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
工
業
等
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
の
十
四
関
係
）

第
六

地
域
再
生
推
進
法
人
の
指
定
の
対
象
と
な
る
法
人
の
追
加

地
域
再
生
推
進
法
人
の
指
定
の
対
象
と
な
る
法
人
に
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

第
七

罰
則

罰
則
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
八
条
関
係
）

第
八

附
則
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一

こ
の
法
律
は
、
附
則
第
六
条
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で

定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）

三

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
認
定
地
域
再
生
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
対
す
る
特
別
の
措
置
の
適
用
の

状
況
そ
の
他
の
新
法
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
四
条
か
ら
附
則
第
六
条
ま
で
関
係
）


